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土佐日記つらゆき時代まつり（南国市）

＊この広報紙は、県の総合・合同庁舎、市町村役場でも
　お渡ししています。

●
台
風
の
被
災
者
に
対
し
お
見
舞
い
の
言
葉

　

〜
開
会
日
〜

　

提
案
説
明
の
冒
頭
橋
本
知
事
は
、
次
々
に
来
襲
す
る
台
風
に

よ
り
、
被
災
さ
れ
た
方
々
に
、
お
見
舞
い
の
言
葉
を
述
べ
る
と
と

も
に
、被
害
を
受
け
た
地
域
の
方
々
が
、一
日
も
早
く
元
の
平
穏

な
生
活
に
戻
れ
る
よ
う
、
災
害
復
旧
に
全
力
を
挙
げ
て
取
り
組

ん
で
い
く
と
述
べ
ま
し
た
。

　

続
い
て
、三
位
一
体
の
改
革
や
、市
町
村
合
併
に
つ
い
て
な
ど
、

各
分
野
ご
と
の
主
要
な
政
策
に
つ
い
て
意
見
や
方
針
を
述
べ
た

後
、
今
定
例
会
に
提
出
し
た
十
八
議
案
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し

た
。

●
坂
本
ダ
ム
等
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会
の
調
査
報
告
を

承
認

　

知
事
の
提
案
説
明
に
続
き
、
坂
本
ダ
ム
等
に
関

す
る
調
査
特
別
委
員
会
の
調
査
報
告
が
元
木
委

員
長
か
ら
行
わ
れ
、
採
決
の
結
果
、
委
員
会
報
告

書
の
と
お
り
賛
成
多
数
で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

●
知
事
の
政
治
姿
勢
や
教
育
問
題
な
ど
に
つ
い
て

論
議　

〜
本
会
議
質
問
〜

　

開
議
第
二
日
か
ら
第
四
日
に
は
本
会
議
で
質

疑
・
一
般
質
問
が
行
わ
れ
、九
議
員
が
登
壇
。

　

知
事
の
政
治
姿
勢
、
教
育
問
題
、
三
位
一
体
の

改
革
な
ど
に
つ
い
て
論
議
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

す
べ
て
の
質
疑
・
質
問
終
了
後
に
、一
議
案
を
離

し
て
採
決
の
結
果
、可
決
さ
れ
ま
し
た
。

●
八
議
員
が
一
問
一
答　

〜
予
算
委
員
会
〜

　

十
月
一
日
に
は
予
算
委
員
会
が
開
か
れ
、
八
議

員
が
一
問
一
答
形
式
で
質
疑
・
質
問
を
行
い
ま
し

た
。

●
二
十
一
議
案
と
請
願
一
件
を
審
査

　

〜
常
任
委
員
会
〜

　

十
八
議
案
及
び
請
願
一
件
が
所
管
の
常
任
委

員
会
に
付
託
さ
れ
、
審
査
の
結
果
、
二
十
一
議
案

（
継
続
審
査
三
議
案
を
含
む
。）
が
原
案
ど
お
り
可

決
、認
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、請
願
一
件
が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

●
三
十
三
議
案
を
可
決　

〜
閉
会
日
〜

　

本
会
議
で
採
決
の
結
果
、
知
事
か
ら
提
出
さ
れ
た
二
十
一
議

案
（
継
続
審
査
三
議
案
含
む
）
が
可
決
、
認
定
さ
れ
、
報
告
議
案

十
五
議
案
に
つ
い
て
は
、
継
続
審
査
と
な
り
ま
し
た
。議
員
か
ら

提
出
さ
れ
た
議
案
十
三
議
案
の
う
ち
、
十
二
議
案
が
可
決
、
一

議
案
が
否
決
さ
れ
ま
し
た
。請
願
一
件
は
、採
択
と
な
り
ま
し
た
。

■
知
事
に
対
す
る
辞
職
勧
告
決
議
案
を
可
決

　

閉
会
日
、
知
事
に
対
す
る
辞
職
勧
告
決
議
案
を
賛
成
多
数
で

可
決
し
、知
事
は
、そ
の
場
で
議
長
に
退
職
を
申
し
出
ま
し
た
。

　

議
会
は
、
本
会
議
で
、
退
職
の
件
を
採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数

で
同
意
し
ま
し
た
。
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（会期　９月２１日～１０月８日【１８日間】）

　　（2 面） 9 月定例会
 本会議の質問から（１）
　　（3 面） 本会議の質問から（２）
 9月定例会審議の結果

　　（4面） 予算委員会の質問から（１）
　　（5面） 予算委員会の質問から（２）
 常任委員会の動き

　　（6面） 坂本ダム等に関する調査
 特別委員会報告書を承認
　　（7面）  常任委員会の委員長
 報告の要旨
　　（8面） 予算委員会を設置
 決算特別委員会を設置
 お知らせ
 １２月定例会の開催日程（予定）ほか
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平成１６年（２００４年）　１２月５日（日）こうち県議会だより
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�
 
税
源
移
譲
さ
れ
た
と
し
て
も
、

そ
の
方
法
が
個
人
住
民
税
の
十

パ
ー
セ
ン
ト
比
例
税
率
化
に
よ
る

な
ら
ば
、
高
知
県
の
配
分
額
は
予

定
よ
り
大
幅
減
額
と
な
る
の
で
は
。

�
 
知
事　

今
年
度
の
地
方
交
付
税

は
、不
当
に
大
幅
削
減
さ
れ
て
お
り
、

今
後
も
全
体
と
し
て
減
る
の
で
は
な

い
か
と
い
っ
た
懸
念
は
私
も
同
じ
よ

う
に
持
っ
て
い
る
。
税
源
移
譲
が
進

め
ら
れ
る
中
で
も
、
本
県
の
よ
う
な

地
域
に
は
、
市
町
村
も
含
め
て
地

方
交
付
税
に
よ
る
財
源
保
障
や
財

源
調
整
を
通
じ
て
必
要
な
財
源
が

確
保
さ
れ
る
よ
う
、
積
極
的
に
行

動
し
て
い
く
。

�
 
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
の
廃

止
は
、
義
務
教
育
に
対
す
る
国
の

責
任
放
棄
に
な
る
の
で
は
。

�
 
知
事　

教
員
定
数
の
標
準
を
定

め
て
い
る
標
準
法
に
よ
る
基
準
を

堅
持
し
た
上
で
、
こ
れ
に
基
づ
い
て

地
方
交
付
税
に
よ
る
財
源
保
障
を

確
実
に
行
う
仕
組
み
を
通
じ
、国
は

問答問答

九
月
二
十
八
日 

中西　　哲
（自由民主党）

高
知
県
の
配
分
額
は
予
定
よ
り

大
幅
に
減
額
に
な
る
の
で
は

引
き
続
き
財
源
の
面
で
も
そ
の
責

任
を
果
た
す
べ
き
だ
と
思
う
。ま
た
、

地
方
六
団
体
の
改
革
案
は
、
国
が

き
ち
ん
と
し
た
基
準
を
作
る
こ
と
が

大
前
提
で
、
国
の
責
務
を
法
律
で

明
ら
か
に
す
べ
き
こ
と
や
、
教
育
費

の
水
準
に
地
域
間
で
格
差
が
生
じ

な
い
よ
う
法
令
に
明
記
す
べ
き
こ
と

も
提
言
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
内

容
を
国
が
き
ち
ん
と
受
け
と
め
て

実
現
す
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い

る
。

�
 
知
事
が
も
っ
と
早
く
市
町
村
合

併
に
積
極
的
に
な
っ
て
い
れ
ば
、
結

果
は
変
わ
っ
て
い
た
。

�
 
知
事　

結
果
と
し
て
、合
併
に
向

け
て
の
住
民
理
解
を
深
め
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
と
受
け
と
め
て
い

る
。
た
だ
、
破
綻
し
た
地
域
で
の
新

た
な
枠
組
み
の
動
き
や
合
併
の
最

終
判
断
に
向
か
う
地
域
も
あ
る
の

で
、
今
後
と
も
積
極
的
に
支
援
し
て

い
く
。住
民
の
関
心
を
高
め
る
た
め
、

私
自
身
も
引
き
続
き
地
域
に
出
向

い
て
い
き
た
い
。

�
 
ベ
ン
チ
ャ
ー
育
成
支
援
事
業
の

成
果
と
今
後
の
課
題
を
聞
く
。

問答問

�
 
知
事　

高
知
市
内
の
公
共
施
設

を
中
心
に
連
続
発
生
し
て
い
る
差
別

落
書
き
は
非
常
に
悪
質
な
も
の
で
、

到
底
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の

夏
以
降
、再
び
執
拗
に
繰
り
返
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
改
め
て
関
係
機
関

に
よ
る
情
報
交
換
や
対
策
の
協
議

を
行
い
、
公
共
施
設
の
管
理
者
に
よ

る
巡
視
の
強
化
や
管
轄
の
警
察
署

に
よ
る
捜
査
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
一

日
も
早
い
解
決
と
と
も
に
、
差
別
の

な
い
、
そ
し
て
全
て
の
人
が
一
人
の
人

間
と
し
て
お
互
い
を
大
切
に
し
合
え

る
よ
う
な
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
社

会
の
実
現
に
向
け
て
今
後
と
も
粘

り
強
く
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

�
 
一
部
事
務
組
合
な
ど
の
広
域
行

政
組
織
の
枠
組
み
が
、
市
町
村
合

併
に
よ
る
加
入
脱
退
程
度
の
再
編

で
よ
い
の
か
再
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
。
よ
り
広
範
囲
な
組
織
編
成

を
目
指
す
べ
き
だ
。

�
 
知
事　

市
町
村
合
併
に
伴
な
う

一
部
事
務
組
合
の
再
編
は
、財
産
や

債
務
の
処
理
な
ど
ク
リ
ア
す
べ
き
課

題
が
数
多
く
あ
り
、そ
の
際
に
は
、規

模
を
拡
大
す
る
方
向
で
よ
り
広
域

的
な
連
携
を
探
る
こ
と
も
一
つ
の
選

択
肢
に
な
る
。た
だ
、
構
成
市
町
村

の
思
い
が
一
つ
に
な
る
こ
と
が
前
提
だ
。

適
切
な
情
報
の
提
供
と
助
言
に
努

め
、
必
要
な
場
合
に
は
、
市
町
村
間

の
調
整
の
役
割
も
担
っ
て
い
き
た
い
。

�
 
農
業
振
興
の
県
単
独
間
接
補
助

金
の
市
町
村
負
担
分
は
、
予
算
化

が
厳
し
く
、軽
減
で
き
な
い
か
。

�
 
農
林
水
産
部
長　

中
山
間
農
業

活
性
化
支
援
事
業
で
は
市
町
村
負

担
を
求
め
な
い
こ
と
に
し
、レ
ン
タ
ルハ

ウ
ス
整
備
事
業
も
３
年
間
、市
町
村

負
担
を
一
部
軽
減
す
る
よ
う
見
直

す
な
ど
、
既
に
一
定
の
対
応
に
努
め

て
き
た
。県
と
し
て
は
、
地
域
の
農
業

振
興
は
、地
元
市
町
村
の
主
体
的
な

取
り
組
み
、負
担
が
不
可
欠
と
考
え

て
お
り
、
お
互
い
ど
う
協
力
し
て
い
く

か
議
論
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

答問答問答

�
 
狩
猟
免
許
試
験
の
回
数
を
増
や

す
こ
と
と
、
キ
ジ
の
放
鳥
数
の
復
活

に
つ
い
て
、所
見
を
聞
く
。

�
 
企
画
振
興
部
長　

今
年
度
の
狩

猟
免
許
試
験
は
、
二
回
追
加
し
、
計

五
回
実
施
し
た
が
、受
験
者
が
大
幅

減
少
し
、
効
果
が
上
が
ら
な
かっ
た
。

来
年
度
以
降
の
試
験
は
、関
係
者
の

意
見
を
聞
き
、
改
め
て
検
討
し
て
い

き
た
い
。
キ
ジ
の
放
鳥
は
、
ひ
な
か
ら

親
鳥
に
変
更
し
た
十
二
年
度
以
降
、

狩
猟
に
よ
る
捕
獲
数
は
大
幅
に
減

少
し
て
お
り
、
関
係
者
の
意
見
を
聞

き
な
が
ら
狩
猟
者
が
満
足
で
き
る
放

鳥
方
法
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

�
 
県
は
、
高
知
市
と
再
度
協
議
し

て
、
高
知
西
武
問
題
連
絡
会
議
の

内
容
強
化
を
図
る
な
ど
の
議
論
と

行
動
が
必
要
で
は
な
い
か
。

�
 
知
事　

跡
地
の
活
用
は
、
具
体

化
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
最
近
の
情
報

で
は
高
知
西
武
の
財
産
管
理
会
社

が
で
き
る
だ
け
早
く
処
分
す
る
方
向

で
関
係
者
と
の
話
し
合
い
を
積
極
的

に
進
め
て
い
る
と
の
こ
と
だ
。
県
と
し

て
は
、県
都
の
中
心
地
に
ふ
さ
わ
し
い

活
用
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
内

容
に
つ
い
て
の
事
前
連
絡
を
要
請
を

し
て
い
る
。今
後
も
県
内
の
方
々
か
ら

施
設
の
活
用
方
法
の
提
言
も
頂
け

る
と
思
う
の
で
、そ
の
際
に
は
高
知
市

と
の
協
議
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
様
々

な
場
を
通
じ
て
実
現
可
能
性
等
を

検
討
し
て
い
き
た
い
。

問答問答

9 月定例会
本会議の質問から

質
問
者
（
質
問
順
）

　
九
月
二
十
八
日

　

中
西　
　

哲

　

二
神　

正
三

　

谷
本　

敏
明

　
九
月
二
十
九
日

　

浜
田　

嘉
彦

　

西
岡　

仁
司

　

高
野
光
二
郎

　
九
月
三
十
日

　

森
田　

英
二

　

塚
地　

佐
智

　

西
岡
寅
八
郎

西岡　仁司
（自由民主党）

�
 
産
業
技
術
担
当
理
事　

黒
潮
牧

場
に
風
力
発
電
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
、

そ
の
発
電
電
力
を
利
用
し
た
黒
潮

牧
場
の
多
目
的
利
用
の
可
能
性
に
つ

い
て
調
査
検
討
を
行
う
事
業
だ
。
ま

た
、
黒
潮
牧
場
を
携
帯
電
話
中
継

基
地
と
し
た
通
話
エ
リ
ア
拡
大
の
要

望
が
漁
業
者
か
ら
あ
り
、携
帯
電
話

中
継
シ
ス
テ
ム
を
調
査
項
目
の
一
つ

と
し
た
。調
査
結
果
に
よ
っ
て
は
、
次

の
段
階
を
検
討
し
た
い
。

�
 
江
の
口
川
河
口
か
ら
新
堀
川
の

つ
け
根
ま
で
の
南
側
の
堤
防
は
、
地

震
で
崩
れ
、堤
防
の
南
側
の
地
域
に

浸
水
被
害
が
出
る
と
の
心
配
が
地

元
で
あ
る
が
ど
う
か
。

�
 
土
木
部
長　

江
の
口
川
の
南
側

堤
防
を
含
め
、
県
内
の
河
川
堤
防
の

地
震
対
策
は
今
後
の
検
討
課
題
で

あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

�
 
県
産
木
材
の
利
用
促
進
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
が
そ
れ
ほ
ど
の
成
果
を
上

げ
て
い
る
よ
う
に
は
見
受
け
ら
れ
な

い
最
大
の
原
因
は
、
県
庁
全
体
の

意
識
の
問
題
で
は
な
い
か
。

�
 
知
事　

県
産
材
の
利
用
推
進
は
、

木
の
文
化
県
構
想
を
進
め
る
ア
ク

ション
プ
ラ
ン
を
作
成
し
、
県
庁
の
各

部
局
で
自
主
的
な
努
力
を
積
み
重

ね
て
き
た
。そ
の
中
に
は
一
定
の
成
果

を
上
げ
た
も
の
も
あ
る
が
、
県
庁
全

体
の
意
識
を
含
め
、
ま
だ
ま
だ
積
極

的
に
木
材
の
利
用
を
進
め
る
必
要

が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。こ
の
た
め
、今

後
は
県
が
整
備
す
る
施
設
は
原
則

と
し
て
木
造
に
す
る
こ
と
を
義
務
づ

け
る
な
ど
、各
分
野
で
思
い
切
っ
た
木

材
の
利
用
が
進
む
よ
う
な
仕
組
み
づ

く
り
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

�
 
十
年
以
上
も
続
い
て
い
る
部
落

差
別
落
書
き
事
件
の
受
け
止
め
方

と
今
後
の
取
り
組
み
を
聞
く
。

答問答問答問

�
 
今
日
の
財
政
危
機
を
打
開
し
て

い
く
た
め
に
、
ど
う
い
う
基
本
的
立

場
で
臨
む
の
か
。

�
 
知
事　

今
の
ま
ま
の
財
政
運
営

で
は
、財
政
再
建
団
体
に
転
落
す
る
。

そ
の
場
合
の
県
民
生
活
へ
の
影
響
を

考
え
る
と
、
厳
し
い
見
直
し
を
伴
っ
て

も
、
県
民
理
解
を
得
な
が
ら
、
再
建

団
体
転
落
だ
け
は
何
と
し
て
も
回

避
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が

基
本
的
立
場
だ
。
従
来
の
予
算
を

一
定
割
合
で
カ
ッ
ト
す
る
手
法
で
は

な
く
、
全
事
業
を
いっ
た
ん
ゼ
ロ
ベ
ー
ス

か
ら
見
直
す
こ
と
が
必
要
だ
。

�
 
食
糧
自
給
率
向
上
の
た
め
国
内

農
業
生
産
を
引
き
上
げ
、
国
民
要

求
に
応
え
る
こ
と
が
国
土
保
全
や

環
境
保
全
に
も
つ
な
が
る
道
だ
。

�
 
知
事　

農
業
は
、
食
糧
の
安
定

的
供
給
、国
土
の
保
全
や
環
境
の
保

全
な
ど
多
面
的
な
機
能
を
通
じ
国

民
生
活
や
地
域
経
済
を
支
え
て
お

り
、
今
後
も
こ
の
機
能
を
維
持
し
て

い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
全
国
的
に

は
、
自
給
率
向
上
に
、
生
産
者
も
消

費
者
も
お
互
い
に
努
力
を
し
て
い
く

こ
と
が
必
要
だ
。本
県
で
は
、
特
に
地

産
地
消
を
積
極
的
に
進
め
、顔
の
見

え
る
安
全
で
安
心
な
農
産
物
を
消

費
者
に
届
け
る
取
り
組
み
を
進
め
て

い
る
。

�
 
洋
上
ブ
イ
搭
載
型
風
力
発
電
装

置
及
び
蓄
電
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る

調
査
検
討
事
業
の
概
要
と
黒
潮
牧

場
へ
の
携
帯
電
話
中
継
基
地
の
早

期
設
置
に
つ
い
て
聞
く
。

問答問答問

�
 
商
工
労
働
部
長　

ビ
ジ
ネ
ス
プ

ラ
ン
評
価
委
員
会
を
三
回
開
催
し
、

三
社
を
Ａ
評
価
と
し
、
起
業
プ
ロ

デ
ュ
ー
サ
ー
が
、経
営
全
般
に
対
す
る

ア
ド
バ
イ
ス
を
重
点
的
に
実
施
し
て

い
る
。
取
引
の
な
かっ
た
金
融
機
関
か

ら
の
融
資
の
申
し
出
や
新
規
顧
客
と

の
商
談
に
よ
る
売
上
の
大
幅
増
な
ど
、

顕
著
な
成
果
が
上
がっ
て
い
る
。今
後

は
、
新
分
野
への
進
出
、い
わ
ゆ
る
第

二
創
業
を
目
指
す
企
業
か
ら
も
応

募
い
た
だ
け
る
よ
う
、
Ｐ
Ｒ
活
動
の

強
化
な
ど
を
進
め
て
い
く
。

�
 
大
月
町
柏
島
の
周
辺
海
域
は
す

ば
ら
し
い
自
然
が
あ
り
、
自
然
体

験
型
観
光
を
情
報
発
信
す
れ
ば
、

地
域
お
こ
し
、
新
産
業
の
創
出
に

連
動
す
る
と
確
信
す
る
が
ど
う
か
。

�
 
商
工
労
働
部
長　

柏
島
周
辺
の

海
は
、
観
光
資
源
と
し
て
の
ポ
テ
ン

シ
ャ
ル
は
極
め
て
高
い
と
認
識
し
て

い
る
。ま
ず
は
、身
近
に
、ス
キ
ュ
ー
バ

ダ
イ
ビ
ン
グ
や
シ
ュ
ノ
ー
ケ
リ
ン
グ
な

ど
、
も
っ
と
多
く
の
方
が
楽
し
め
る

工
夫
や
、
荒
天
時
の
代
替
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
育
成
な
ど
、
地
域
の
取
り
組
み

を
支
援
し
な
が
ら
、
新
し
い
情
報
発

信
と
あ
わ
せ
て
西
南
地
域
の
魅
力

ア
ッ
プ
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

�
 
県
教
委
は
、
低
年
齢
化
す
る
性

問
題
に
対
応
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
を

作
成
す
る
な
ど
、学
年
、学
校
で
共

通
の
爽
や
か
な
性
教
育
に
踏
み
込

む
勇
気
が
必
要
だ
。

�
 
教
育
長　

子
供
た
ち
の
発
達
段

階
を
見
通
し
て
、
命
を
大
切
に
思
う

気
持
ち
や
行
動
、
相
手
を
思
い
や
る

力
の
育
成
を
基
本
と
し
て
、
手
引
書

の
作
成
作
業
を
進
め
て
い
る
。
性
教

育
の
捉
え
方
に
大
き
な
幅
が
あ
り
、

作
業
は
難
航
し
て
い
る
が
、
年
度
内

に
は
仕
上
げ
た
い
。
性
教
育
を
回
避

す
る
考
え
は
な
い
。勇
気
を
持
っ
て
踏

み
込
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

答問答問答

柏島周辺の海（大月町）

二神　正三
（２１県政会）

谷本　敏明
（日本共産党と緑心会）

浜田　嘉彦
（県民クラブ）

質
問
者
（
質
問
順
）

　
九
月
二
十
八
日

　

中
西　
　

哲

　

二
神　

正
三

　

谷
本　

敏
明

　
九
月
二
十
九
日

　

浜
田　

嘉
彦

　

西
岡　

仁
司

　

高
野
光
二
郎

　
九
月
三
十
日

　

森
田　

英
二

　

塚
地　

佐
智

　

西
岡
寅
八
郎

9 月定例会
本会議の質問から

ベ
ン
チ
ャ
ー
育
成
支
援
事
業

に
つ
い
て
聞
く

今
日
の
財
政
危
機
を
ど
う

打
開
し
て
い
く
の
か

江
の
口
川
の
地
震
対
策
に

つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
る
の
か

九
月
二
十
九
日 

広
域
行
政
組
織
は
、よ
り
広
範
囲

な
組
織
編
成
を
目
指
す
べ
き
だ

高野光二郎
（２１県政会）

高
知
西
武
の
跡
地
問
題
解
決
に

対
す
る
県
の
意
欲
と
決
意
を
聞
く高知西武跡

黒潮牧場



こうち県議会だより

� 3�

平成１６年（２００４年）　１２月５日（日）

�
 
県
政
運
営
の
中
・
長
期
的
な
方

向
性
を
示
す
四
つ
の
重
要
課
題
の

中
で
の
優
先
順
位
を
聞
く
。

�
 
知
事　

社
会
的
に
弱
い
立
場
の

人
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
セ
ー
フ

テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
を
確
保
し
た
上
で
、
自

立
の
基
礎
と
な
る
安
定
し
た
経
済
基

盤
を
つ
く
り
上
げ
る
こ
と
が
最
も
重

要
な
課
題
で
あ
り
、
四
つ
の
重
要
課

題
の
中
で
も
産
業
の
育
成
と
振
興
、

雇
用
の
拡
大
に
よ
る
経
済
基
盤
づ

く
り
を
最
優
先
の
課
題
と
位
置
づ

け
予
算
対
応
な
ど
の
取
り
組
み
を

進
め
た
い
。

�
 
県
内
企
業
が
県
内
で
設
備
投
資

を
す
る
場
合
の
県
の
支
援
策
に
対

す
る
所
見
を
聞
く
。

�
 
商
工
労
働
部
長　

県
内
企
業
の

設
備
投
資
へ
の
支
援
は
企
業
の
前
向

き
な
投
資
意
欲
を
喚
起
し
、
雇
用

拡
大
や
製
造
品
出
荷
額
等
の
増
加

に
寄
与
し
、
県
外
へ
の
移
転
を
検
討

す
る
企
業
に
県
内
に
残
っ
て
も
ら
う

効
果
な
ど
幅
広
い
効
果
が
期
待
で

き
る
。
来
年
度
予
算
の
検
討
作
業
の

中
で
県
内
企
業
の
設
備
投
資
や
そ

れ
に
伴
う
新
規
雇
用
に
対
す
る
新

た
な
支
援
制
度
の
創
設
に
つ
い
て
検

討
を
進
め
る
。

�
 
財
政
危
機
の
お
り
、
山
内
家
の

財
宝
を
七
億
円
も
か
け
て
購
入
す

る
知
事
の
所
見
を
聞
く
。

�
 
知
事　

金
額
的
な
価
値
で
は
、

約
二
十
数
億
円
の
評
価
価
値
の
あ

る
資
料
が
県
の
所
有
に
な
る
。
こ
の

度
の
寄
贈
な
ど
で
、
山
内
家
資
料
の

県
へ
の
移
管
は
全
て
終
わ
り
歴
史
的

に
も
文
化
的
に
も
貴
重
な
資
料
を

県
民
共
有
の
財
産
と
し
て
末
永
く

後
世
に
伝
え
る
環
境
が
整
っ
た
こ
と

は
、大
変
意
義
の
あ
る
こ
と
だ
。Ｎ
Ｈ

Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
の
予
定
も
あ
り
、
観

光
資
源
と
し
て
も
十
分
な
経
済
効

問答問答問答

応
で
き
る
構
造
の
焼
却
炉
を
計
画

し
た
い
。

�
 
子
供
た
ち
の
環
境
や
状
況
を
客

観
的
に
把
握
、
理
解
を
し
、
改
善
を

図
る
こ
と
こ
そ
重
要
で
あ
り
、
こ
ど

も
条
例
の
具
体
化
と
し
て
、「
高
知

子
ど
も
白
書
」の
作
成
に
取
り
組
む

べ
き
だ
。

�
 
教
育
長　

こ
ど
も
条
例
の
内
容

を
具
体
的
に
進
め
る
も
の
と
し
て
、

「
高
知
県
こ
ど
も
の
環
境
づ
く
り
推

進
計
画
」
を
作
成
す
る
。そ
の
過
程

で
、
子
供
の
実
態
、
子
供
た
ち
を
め

ぐ
る
環
境
の
実
態
を
示
す
多
く
の

資
料
が
集
め
ら
れ
、結
果
と
し
て
、高

知
の
子
供
や
子
供
を
取
り
巻
く
環

境
を
浮
き
彫
り
に
す
る
、
ま
さ
に

「
高
知
子
ど
も
白
書
」
の
役
割
を
担

え
る
内
容
の
も
の
に
な
る
の
で
は
と

思
う
。
推
進
計
画
作
成
の
過
程
で
、

白
書
の
作
成
も
提
起
し
て
み
た
い
。

�
 
学
童
保
育
に
つ
い
て
、
専
門
家
や

現
場
の
意
見
を
聞
き
、
本
県
独
自

の
運
営
基
準
を
作
成
し
、
積
極
的

に
市
町
村
に
示
す
べ
き
だ
。

�
 
教
育
長　

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

の
設
置
運
営
基
準
は
、作
成
の
必
要

性
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
が
、
ま
だ

発
展
途
上
の
制
度
で
あ
り
、財
政
事

情
な
ど
も
考
慮
す
る
と
、
今
後
の
見

通
し
が
立
ち
に
く
い
。
当
面
、
実
施

主
体
で
あ
る
各
市
町
村
の
実
態
把

握
、
他
県
の
状
況
な
ど
の
情
報
収
集

を
し
、
今
後
の
取
り
組
み
方
を
考
え

て
い
く
。

�
 
防
災
の
要
は
組
織
体
制
に
あ
る

が
、
司
令
塔
で
あ
る
県
の
災
害
対

策
本
部
の
強
化
、
特
に
、
風
水
害
担

当
部
門
の
強
化
に
ど
う
取
り
組
ん

で
い
る
の
か
。

�
 
危
機
管
理
担
当
理
事　

災
害
対

策
本
部
の
事
務
局
員
構
成
は
、
昨

年
ま
で
風
水
害
の
担
当
課
、一
課
十

六
人
だ
っ
た
が
、
今
年
度
か
ら
二
課

三
十
二
人
と
す
る
な
ど
体
制
の
強

問答問答問答

果
を
上
げ
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る
。

�
 
し
っ
か
り
と
地
に
足
を
つ
け
た
行

政
を
心
か
ら
望
み
た
い
が
、
知
事
の

手
法
も
、
走
り
続
け
る
県
政
か
ら
ス

ロ
ー
ラ
イ
フ
な
、
高
知
県
の
良
さ
を

生
か
し
た
発
展
の
方
向
に
転
換
し

て
は
ど
う
か
。

�
 
知
事　

知
事
就
任
以
来
、
目
指

し
て
き
た
高
知
県
の
発
展
の
方
向
は
、

本
県
の
個
性
や
特
徴
を
生
か
し
な
が

ら
自
立
で
き
る
高
知
の
実
現
だ
。
危

機
的
財
政
状
況
の
中
で
県
民
か
ら

は
、
も
っ
と
機
敏
に
と
の
厳
し
い
目
も

あ
る
。
こ
う
し
た
時
こ
そ
私
自
身
が

先
頭
に
立
っ
て
、全
力
で
、迅
速
に
物

事
を
進
め
、
県
民
に
責
任
の
持
て
る

県
政
運
営
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

�
 
美
観
の
視
点
で
県
内
を
常
時
巡

視
し
災
害
復
旧
時
に
景
観
の
原
形

復
旧
に
取
り
掛
か
る
こ
と
や
年
間

を
通
し
た
美
観
保
全
の
巡
回
清
掃

を
民
間
に
委
託
で
き
な
い
か
。

�
 
文
化
環
境
部
長　

現
状
以
上
に

清
掃
な
ど
の
業
務
を
民
間
委
託
す

る
の
は
、
非
常
に
厳
し
い
状
況
だ
。本

年
度
か
ら
地
域
住
民
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
清
掃
な
ど
の
活
動
を
支
援
し
、

住
民
の
力
で
県
土
の
美
化
運
動
に
つ

な
げ
て
い
く
不
法
投
棄
し
な
い
さ
せ

な
い
活
動
支
援
事
業
を
実
施
し
て

お
り
、こ
う
し
た
活
動
に
よ
り
、
ご
み

の
散
乱
な
ど
を
な
く
し
て
い
き
た
い
。

�
 
現
計
画
で
は
、運
営
経
費
の
た
め

焼
却
物
の
量
を
確
保
す
る
必
要
が

生
じ
、
再
資
源
化
や
減
量
化
の
促

進
と
矛
盾
す
る
の
で
は
。

�
 
文
化
環
境
部
長　

減
量
化
や
再

資
源
化
が
進
ん
で
も
処
理
す
る
廃

棄
物
は
な
く
な
ら
な
い
と
考
え
て
お

り
、
再
資
源
化
業
者
の
多
く
が
、
焼

却
や
最
終
処
分
を
す
る
残
渣
を
抱

え
て
い
る
の
が
実
情
だ
。焼
却
炉
の
計

画
で
は
、資
源
化
後
の
残
渣
を
中
心

に
処
理
す
る
計
画
で
、処
理
廃
棄
物

が
減
少
し
た
場
合
に
も
、
柔
軟
に
対

問答問答問答

化
を
図
り
、各
部
局
に
二
名
配
置
の

災
害
対
策
本
部
連
絡
員
を
対
象
と

し
た
災
害
対
応
の
手
引
を
、昨
年
度

作
成
し
、出
水
期
前
に
、こ
の
手
引
に

基
づ
く
研
修
を
し
た
。さ
ら
に
、台
風

接
近
時
に
は
、
高
知
地
方
気
象
台

職
員
を
招
き
気
象
情
報
の
説
明
を

受
け
、
台
風
ご
と
の
特
徴
や
想
定
さ

れ
る
災
害
な
ど
の
理
解
を
深
め
て
い

る
。

�
 
市
町
村
合
併
に
よ
る
地
域
消
防

団
員
の
減
少
は
絶
対
に
避
け
る
べ

き
と
思
う
が
ど
う
か
。

�
 
危
機
管
理
担
当
理
事　

市
町
村

合
併
に
伴
っ
て
団
員
定
数
の
減
員
が

行
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
市
町

村
と
消
防
本
部
に
対
し
通
知
を
行

い
、
ま
た
各
種
協
議
会
な
ど
の
機
会

を
と
ら
え
て
要
請
を
行
っ
て
い
る
。
地

域
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、

消
防
団
員
の
定
数
維
持
と
充
足
が
、

消
防
防
災
行
政
上
の
重
要
課
題
で

あ
る
。

�
 
企
業
誘
致
に
つ
い
て
、
他
県
に
先

ん
ず
る
よ
う
な
規
制
緩
和
や
新
た

な
視
点
か
ら
、
ど
う
い
っ
た
取
り
組

み
を
進
め
て
い
る
の
か
。

�
 
商
工
労
働
部
長　

こ
れ
ま
で
に
、

土
地
の
取
得
に
対
す
る
思
い
切
っ
た

助
成
や
貸
付
制
度
を
導
入
す
る
と

と
も
に
、
地
区
計
画
の
変
更
に
よ
る

対
象
業
種
の
拡
大
を
図
る
な
ど
、企

業
が
進
出
し
や
す
い
環
境
を
整
備

充
実
し
て
き
た
。
特
に
高
知
テ
ク
ノ

パ
ー
ク
で
は
、
貸
付
期
間
の
半
分
に

当
た
る
期
間
の
貸
付
料
を
実
質
的

に
無
償
に
す
る
と
い
う
、
全
国
的
に

も
類
を
見
な
い
支
援
策
を
導
入
し

た
。

問答問答

高知テクノパーク（土佐山田町）

九
月
三
十
日 

森田　英二
（自由民主党）

山
内
家
の
財
宝
を
七
億
円
で
購

入
し
よ
う
と
す
る
所
見
を
聞
く

塚地　佐智
（日本共産党と緑心会）

エ
コ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
は
、再
資

源
化
や
減
量
化
の
促
進
と
矛
盾

西岡寅八郎
（自由民主党）

県
の
災
害
対
策
本
部
の
強

化
を
図
れ

●可決された議案（３５議案）

知事提出議案（２２議案）

�予算議案（３議案）
「平成１６年度高知県一般会計補正予算」
「平成１６年度高知県土地取得事業特別会計補正予算」
「平成１６年度高知県電気事業会計補正予算」

�条例議案（１０議案）
「高知県財政状況の公表に関する条例議案」
「高知県税条例の一部を改正する条例議案」
「高知県立総合看護専門学校の設置及び管理に関する
条例の一部を改正する条例議案」

「高知県障害者施策推進協議会条例の一部を改正する
条例議案」

「高知県手数料徴収条例の一部を改正する条例議案」
「高知県財産条例の一部を改正する条例議案」
「高知県工業用水道有料駐車場料金徴収条例の一部
を改正する条例議案」
「高知県立学校授業料等徴収条例の一部を改正する条
例議案」

「高知県立中学校、高等学校、ろう学校、盲学校及び養
護学校設置条例の一部を改正する条例議案」

「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例議案」

�その他議案（６議案）
「高知県が当事者である和解に関する議案」
「公平委員会の事務の受託に関する議案」
「県有財産（山内家歴史資料）の取得に関する議案」
「県が行う土木その他の建設事業に対する市町村の負
担の一部変更に関する議案」

「国道３８１号道路改築（境ヶ谷トンネル）工事請負契約の
締結に関する議案」

「国道４９４号道路改築（桑田山第１トンネル）工事請負契
約の締結に関する議案」

�報告議案（３議案）
「平成１５年度高知県電気事業会計決算」
「平成１５年度高知県工業用水道事業会計決算」
「平成１５年度高知県病院事業会計決算」

議員提出議案（１３議案）

�その他議案（１議案）
「議員を派遣することについて議会の決定を求める議案」

�意見書議案（１０議案）
「郵政事業の国民の合意なき民営化に反対する意見書」
「地方交付税の財源保障機能の縮小反対と総額確保に
関する意見書」

「認可外保育施設の保育料収入にかかる消費税を非課
税にするよう求める意見書」

「若者の社会的自立の推進に関する意見書」
「消費者基本法に基づく消費者政策の推進を求める意
見書」

「ＢＳＥ対策の検査緩和方針の撤回を求める意見書」
「治山事業の見直しに関する意見書」
「私学助成制度のより一層の充実強化を求める意見書」
「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」
「公共事業等の国庫補助負担金の見直しに反対する意
見書」

�決議議案（２議案）
「北方領土問題等の解決促進に関する決議」
「知事に対する辞職勧告決議」
　

●継続審査とされた議案（１５議案）
知事提出議案（１５議案）
�報告議案（１５議案）
「平成１５年度高知県一般会計歳入歳出決算」

「平成１５年度高知県給与等集中管理特別会計歳入歳
出決算」

「平成１５年度高知県用品等調達特別会計歳入歳出決算」
「平成１５年度高知県土地取得事業特別会計歳入歳出決算」
「平成１５年度高知県災害救助基金特別会計歳入歳出決算」
「平成１５年度高知県母子寡婦福祉資金特別会計歳入
歳出決算」

「平成１５年度高知県中小企業近代化資金助成事業特
別会計歳入歳出決算」

「平成１５年度高知県流通団地及び工業団地造成事業
特別会計歳入歳出決算」

「平成１５年度高知県農業改良資金助成事業特別会計
歳入歳出決算」

「平成１５年度高知県県営林事業特別会計歳入歳出決算」
「平成１５年度高知県林業改善資金及び国産材産業振
興資金助成事業特別会計歳入歳出決算」

「平成１５年度高知県沿岸漁業改善資金助成事業特別
会計歳入歳出決算」

「平成１５年度高知県流域下水道事業特別会計歳入歳
出決算」

「平成１５年度高知県港湾整備事業特別会計歳入歳出
決算」

「平成１５年度高知県高等学校等奨学金特別会計歳入
歳出決算」

●否決された議案（１議案）

議員提出議案（１議案）

�意見書議案（１議案）
「自衛隊のイラクからの撤退と沖縄普天間基地の早期撤
去を求める意見書」

●採択された請願（１件）
「地籍調査費負担金の存続を求める請願について」
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� 4�

牧　　義信
（日本共産党と緑心会）

�  経済財政諮問会議の民間議員が出した試案は、
地方交付税の財源保障機能を否定するような中身
になっているが、知事はどう考えるのか。

�  知事　民間議員が言っている地方財政計画を自
主的な部分と義務的な部分に分けて、自主的な部分は
財源保障から除くというような考え方は、極めて非常識ま
た非現実的なことだと思う。地方交付税の本質そのもの
を変えていこうという動きには大きな懸念を払って行動し
ていかなければいけないと受けとめている。

�  乳幼児医療費補助金は、今度の財政問題の見
直し項目の中に入れるべきではない。　　

�  知事　全体を削減しようという思いでの見直しで
はない。緊急の厳しい財政状況であり、所得のある方に
は一定の負担をいただき、所得のない方にその分手厚
い支援をしていくような見直しが必要と考えて、見直し
のリストの中に含めている。

�  ＢＳＥ対策について、高知県としても全頭検査
は維持すべきと答えるべきではないか。

�  健康福祉部長　食品安全委員会の最終的な取
りまとめや、それを受けた国の方針が出されていない現
段階で、都道府県がばらばらの判断を行うと、かえって
消費者の混乱や不信感を招く結果になるのではない
かと考えており、国において消費者に十分に説明し、一
定の理解を得た上で統一的な見解を出すことが望ま
しいと考えている。

問

答

問

答

問

答

三位一体の改革
の問題について
聞く

佐竹　紀夫
（２１県政会）

�  地方交付税の財源保障機能と調整機能の確保
は譲れない課題であり、確実に死守すべきだ。

�  知事　私一人で乗り越えられる課題ではないの
で、議会の皆さん方、市町村、関係団体と力を合わせ
て国と地方との協議の場を通じて努力していく。また、
私もできるだけ時間を割いて、政治家、財界の方、マ
スコミ、有識者等に地方の実情、これまでの努力を訴
えていきたいと思っている。

�  中山間地域直接支払制度の継続見通しについ
て聞く。

�  農林水産部長　概算要求では、対象地域や対
象農用地、交付単価等、制度の基本的な枠組みは現
行対策と同様とされている。しかし、財務省サイドから
厳しい意見が出されおり、要望が実現されるよう関係
団体と連携して強く取り組んでいく。

�  エコサイクルセンターの焼却施設の規模縮小
と国庫補助要件の緩和はどうか。

�  文化環境部長　焼却施設の規模を決めるため
に、産廃量の調査やヒアリングを行っている。焼却施
設の規模は、連続運転の場合には日量３０トンの処理
能力を持つ施設に規模縮小を検討している。また、焼
却施設の国庫補助要件の緩和に関しては、環境省に
一定の理解を得ているが、三位一体改革の中では、
この補助事業自体が見直しの対象であり、引き続き
要望活動を行っていく。

問

答

問

答

問

答

地方交付税の財源
保障機能と調整機
能の確保に全力を

武石　利彦
（自由民主党）

�  投資的経費削減による県経済への打撃を緩和
し、雇用確保に努めるためには、知事は政治家とし
ての戦略を具体的に提示するべきだ。

�  知事　現在の危機的な財政状況下では、財政
運営を安定的に進めるための収支均衡の努力は避
けて通れないが、生活の向上、また経済の活性化と
いうことで、思い切った事業の重点化・選択はしてい
かなければいけないと思っている。
�  財政状況が厳しいのは市町村も同じである。
市町村の状況と、県との役割分担について聞く。

�  企画振興部長　市町村財政は、危機的な状況
に直面しており、地域経済や住民福祉にも影響を及
ぼすような事務事業の見直しにも取り組まざるを得な
い状況になっている。この２月に取りまとめた県と市
町村の役割分担の考え方に基づき、現在、県の仕事
の仕分け作業を行っている。今後、市町村の意見も聞
きながら権限移譲につなげていきたい。ただ、小規模
自治体への配慮は必要だ。
�  他県と合同で行うことにより県の負担を軽く
して事業を実施する方法がありはしないか。

�  知事　大変大切な視点だ。これまで四国四県で
は、広域観光、環境面での取り組み、防災とか救急面
での協力などをしてきた。他にも四県連携または、他
の県と連携をすることでコストが削減できて事業が継
続できる分野はあると思うので、是非そういう知恵も
出して取り組んでいきたい。

問

答

問

答

問

答

県経済の活性化
に向けた戦略を
提示せよ

坂本　茂雄
（県民クラブ）

�  歳出削減と歳入確保に向けた取り組みで、財
源不足をどれだけ圧縮することができるのか。

�  知事　今の時点で、指針に掲げた事務事業の
見直しによる捻出額を明確に言う目処が立たない。
明言できるのは、この計画に盛り込んだ向こう３年間
の中で、毎年生ずるであろう２００から３００億円の収支
不足を解消して、安定的な財政運営を目指していか
なければならないことだ。

�  職員は、まず職員として、さらに県民としても
ダブルで痛みを強いられるが、人材確保の面や、仮
に強行した場合の県職員の賃金水準はどうか。

�  副知事　職員給与を減額することは、心苦しく
感じている。また、こうした厳しい財政状況の時でも、
高知県の仕事に魅力を感じ、県民のために働くことを
希望している方はいると思う。職員の給与水準は、１５
年度は給与の減額を行っていない都道府県の中で
は最下位で、今回給与の減額を行えば全体でも最下
位クラスになると予想している。

�  今回の三役に対する削減措置は妥当だと考え
ているのか。

�  知事　特別職の給与に関しては、県民に痛みを
お願いする中で職員も特別職も含めて県庁全体が
痛みを分かち合うべきではないかとの趣旨で提案し
ており、多くの県民にも理解をいただけると思う。

問

答

問

答

問

答

財政危機宣言対
応について聞く

黒岩　正好
（公明党）

�  高野切本は、観光資源として経済効果も期待
できるとのことだが、費用対効果はどうか。

�  知事　観光への効果で言えば、大河ドラマの効
果に高野切本を含む山内家資料が全部そろって、そ
れを全国に情報発信をし、またそれを見せていく形をと
れば、金額的に幾らとは今試算できないが、十分な相
乗効果が図れると考えている。

�  なんごく流通団地及び高知みなみ流通団地の
完売目標の見通しと完売した場合の企業数や雇用
者数の想定を聞く。

�  商工労働部長　現在、なんごく流通団地に１２社、
高知みなみ流通団地に１３社、計２５社が立地しており、
両団地とも幾つかの企業と商談中で、目標年次の１９
年度には完売できる見通しを持っている。また、完売後
の企業数や雇用者数は、あえて推計するとすれば、両
流通団地で約５０社、雇用者数では約１，０００人以上
かと想定している。

�  製造品出荷額の４年連続全国最下位の脱却が
図れるかどうか、考えを聞く。

�  知事　残念な結果になっている。これをどうやっ
て克服するかは構造的な問題もあり、一朝一夕にいく
ことではないが、これまで取り組んできたようなことを一
つ一つきめ細かに、そして一つ一つ目的意識、目標を
持って取り組んでいくことにより、何とか底上げを図っ
ていかなければいけないと決意している。

問

答

問

答

問

答

高野切本の観光
資源としての費
用対効果は

植田壮一郎
（県政新風会）

�  自主防災組織の取り組みの補助金で、ズック、
懐中電灯、ノコギリ等を備えた防災バッグの普及推
進に取り組めないか。

�  知事　防災バッグの常備の必要性を県民に訴え
かける取り組みはしていく。総合補助金での防災バッ
グ各戸配布は少し難しいが、地域の防災活動の取り
組みが動いていくようなやり方次第では、検討の余地
がある。

�  現時点で法定協の設置もできていない市町村
は、期限内の合併は不可能なのか。

�  企画振興部長　合併協議を終了した協議会で
は、協議期間は１年程度が大半。全く新たな協議会の
立ち上げとなると、法期限までの協議終了はなかなか
難しいと思う。枠組みが崩れた後、その中の一部の市
町村でのケースでは、最短４カ月程度で完了する見込
みのところもある。破綻するまで相当詰めた協議をして
おり、工夫すれば、今からでも法期限内の知事への合
併申請は可能と思う。

�  河川砂利の管理型採取の推進を提案するが、
知事の意見を聞く。

�  知事　管理砂利採取は一つの選択肢としてあり
得ると思う。河川の砂利採取に関しては、各地域の関
係団体の様 な々意見があるので、まずは規制の見直し
の可能性とともに、色 な々この地域でやってほしいとい
う声を聞いているので、各地域での地元事情を十分
聞きながら検討させてもらいたい。

問

答

問

答

問

答

防災バッグの
普及推進を図れ

9 月定例会
予算委員会の質問から

（10 月 1 日）

質問者 武石　利彦
佐竹　紀夫
牧　　義信
坂本　茂雄

黒岩　正好
植田壮一郎
森　　祥一
元木　益樹

質問者 武石　利彦
佐竹　紀夫
牧　　義信
坂本　茂雄

黒岩　正好
植田壮一郎
森　　祥一
元木　益樹

9 月定例会
予算委員会の質問から

（10月1日）
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森　祥一
（市民の声（ＶＯＸ ＰＯＰ））

�  県財政の危機を踏まえ、情報化関連の予算を
思い切って削減していこうという思いはないか。

�  総務部長　情報の分野は専門性も高く、計画的
に事業を進めていく視点が必要で、情報化の戦略が
産業振興や生活環境の向上の面でも極めて重要な
課題、基盤と認識しているが、不要不急のものはない
か、経費の節減につながる見直しはできないのかを、予
算編成の中で議論していきたい。

�  巨額の情報化関連予算が保守や修正などに使
われているが、工科大と連携するなどして、県庁内
部で情報化専門職員を育成してはどうか。

�  知事　この分野は特異な技術や知識が必要で、
職員だけでこなせないため、外部の力を借りてきた。今
後も外部の力もかりていかなければいけないが、委託
や、任期付きの職員採用などの手法も考え、外部と組
織との連携を考えていきたい。

�  財政危機の現状を踏まえた今後の情報化に対
する知事の姿勢を聞く。

�  知事　情報化は、最先端を走らなければいけな
いものでなく、先端的な分野だけと関わりを持つ分野
でもない。いろいろな面で今の時代に不可欠なインフラ
と思っている。だから、そういう視点で費用対効果を見
極めていくべきだ。戦略は戦略としてあるが、導入時期
の調整、見直しも含め、よりめり張りのきいた、本当に必
要なものをきちんとやっていく体制にしていきたい。

問

答

問

答

問

答

情報化関連の
予算について聞く

元木　益樹
（自由民主党）

�  １億円を借りたことは事実であり、その使途は、
立候補した者の当然の職務として、知事自ら解明し
なければならないと思うがどうか。

�  知事　笠さんが自ら借りたことは事実だが、どう
使われたかがわからない。笠さん自身からもどう使っ
たのかという話がないと、私だけで調べられるもので
はない。私が関知をしていたことであれば、自分で調
べて答える責任は当然あると思うが、関知していない
ことについて、自分では調べられないことがあるのは
言うまでもない。

�  知事は、選挙に金額は別としても、金がかかる
ということの認識はあったのか。

�  知事　金がかかるという範囲によるが、当然何を
するにも、運動するにはお金はかかると思う。その資金
を全て構える云 と々いうふうな話はなかった。多くの
方々から声をかけていただき、体一つ持ってきて欲し
いということだった。多くの方々が様々な形で支えてく
れていると理解をした。

�  笠証言と真っ向から食い違っているところが
いろいろたくさんある。笠さんと相談をして、事実
を確認しようと考えたことはないか。

�  知事　こうした関係になった中でお尋ねをして
何かお話を聞いて、ちゃんとした形のお話が聞けるか
どうかということは一般的に言っても疑問があろうかと
思う。

問

答

問

答

問

答

借りた一億円の使
途は、知事自ら明ら
かにしなければなら
ないのではないか

８月１８日　出先機関等の調査事項等のとりまとめ

９月１日～３日　青森県、岩手県、宮城県におい
て所管事項の調査を行う。

　主な調査事項
�外部委託による消費生活センターの運営につ
いて

　（青森県消費生活センター）
�行政品質向上運動の取り組みについて
　（岩手県議会）
�単位制総合学科高校の取り組みについて
　（岩手県立紫波総合高等学校）
�行財政改革の取り組みについて
　自主防災組織に対する支援等について
　（宮城県議会）

１０月４日・５日・７日（９月定例会中）
　付託された７件の議案を審査し、全て原案どお
り可決。

　意見書案１１件を審査。
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岩手県立柴波総合高等学校を視察

８月１８日　出先機関等の調査事項等のとりまとめ

１０月４日・５日・７日（９月定例会中）
付託された２件の議案を審査し、全て原
案どおり可決。
意見書案３件を審査。

１０月２２日　県民体育館のプールに「みかづき方式」
を導入した経過等について

１０月２５日～２８日　秋田県、青森県、北海道におい
て、所管事項の調査を行う。

　主な調査事項
　�ハタハタ漁業と資源の管理について
　　秋田スギを中心とした森林行政について
　　（秋田県議会）
　�タラソテラピーへの取り組みについて
　　（市浦村し～うらんど海遊館）
�クリスタルバレイ構想の概要と今後の展望について

　　りんご施策について
　　（青森県議会）
　�りんごの試験研究について
　　（青森県農林総合研究センターりんご試験場）
　�まちづくり基本条例と産業振興について
　　（ニセコ町）
　�観光協会の株式会社化の概要と今後の展望について
　　（株式会社ニセコリゾート観光協会）

ニセコ町役場を視察（北海道）
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８月４日　民間移管された旧県立養護老人ホーム
等の運営状況等の調査を行う。

８月１８日　出先機関等の調査事項等のとりまとめ

９月１日～３日　福岡県、鹿児島県において、所
管事項等の調査を行う。

　主な調査事項
　�介護サービス第三者評価について
　　（介護サービス評価センターふくおか）
　�乳幼児医療費助成制度について
　　不妊治療費助成制度について
　　資源循環促進税制について
　　（福岡県議会）
　�町立博物館の運営状況等について
　　（屋久町立屋久杉自然館）
　�屋久島環境文化村構想について
　　（屋久島環境文化村センター）

１０月４日・５日、７日（９月定例会中）
付託された５件の議案を審査し、全て原案どお
り可決。
意見書案３件を審査。

屋久町立屋久杉自然館を視察（鹿児島県）

�������������

８月１８日　出先機関等の調査事項等のとりまとめ

９月６日　嶺北地域の災害状況調査

１０月４日・７日（９月定例会中）
付託された７件の議案を審査し、全て原案どおり
可決。
請願１件を審査、意見書案２件を審査。

１０月１３日～１５日　宮城県、岩手県において、所管
事項の調査を行う。

　主な調査事項
　�宮城県、岩手県の重要政策について
　　緊急経済再生戦略プラン（宮城県）
　　道州制（岩手県）
　�地域再生・構造改革特区について
　　（宮城県）
　�港湾整備計画、津波対策について
　　（岩手県釜石市）
　�地域振興対策について
　　（岩手県遠野市）

遠野ふるさと村を視察（岩手県）

�������������

（8月～10月） 

　９月定例会中の１０月１日に、予算
委員会の質疑・質問が ８人の委員によ
り行われました。
　予算委員会は、県の予算とその関連
事項などについて総合的に審査する
ために、平成８年から、２月定例会、
９月定例会で開催されています。

　９月定例会中の１０月１日に、予算
委員会の質疑・質問が ８人の委員によ
り行われました。
　予算委員会は、県の予算とその関連
事項などについて総合的に審査する
ために、平成８年から、２月定例会、
９月定例会で開催されています。
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坂本ダム等に関する調査
特別委員会報告書を承認

　坂本ダム等に関する調査特別委員会は、ほぼ１年に及ぶ調査を終え、その結果
をまとめた報告書を森雅宣議長に提出しました。９月２１日の９月定例会開会日に、
元木益樹委員長は、その報告の中で「当委員会としては坂本ダム本体工事におい
て談合が行われたと認めざるを得ない」と結論づけたこと、さらに、資金調達などに関
知・関与していないとする橋本知事の証言には「依然疑問が残されている」とし「知
事には、それらの疑問を真摯に受け止め、県民に対し可能な限りの説明責任を果た
すことを求めるものである」と述べました。
　その後、報告書に反対の立場から田頭文吾郎議員（日本共産党と緑心会）と樋
口秀洋議員（県政新風会）が、賛成の立場から武石利彦議員（自由民主党）がそ
れぞれ討論を行い、採決の結果、報告書は賛成多数で承認されました。
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　当委員会は、昨年１０月１０日に設置され、地方自治法第１００条第１項に基づき、偽証の
告発など刑罰をもって保障される強力な権限を委任されました。
　付託された事件は、平成６年に実施された坂本ダム本体工事の談合疑惑とそれに関連し
て明らかになった国分川弥右衛門地区の土地問題ですが、坂本ダム本体工事の落札企業
等からの裏金が、入札前の平成３年に行われた知事選挙で初当選した橋本大二郎知事の
選挙資金に充てられたとする資金疑惑についても付託事件の解明の関連から調査を行いま
した。
　委員会は２７回開催し、昨年１１月の第６回委員会からは、当時の橋本大二郎後援会や建
設会社の関係者、県職員など延べ３６人を証人として招致するとともに、２４回に及ぶ金融機
関等への記録請求を行いました。また、県土木部から説明を聴取し、東京での事情聴取や国
分川弥右衛門地区の現地調査も実施しました。
　さらに、証人尋問において虚偽の陳述を行った証人１人を、地方自治法第１００条第９項の
規定に基づき告発しました。
　今回の疑惑の発端は、昨年８月に、平成３年の知事選挙で橋本大二郎選挙事務所の事
務局長を務めた笠誠一氏から依光　夫議員あてに提出された「平成３年橋本大二郎高知
県知事選挙に関する件」と題するメモ（以下「笠メモ」）です。
　委員会の調査が開始された時点では、この笠メモに何の物証もなく、その疑惑自体の存在
を疑問視する声や、１２年以上も前のことを調査することについて不安の声もありました。そこで
まず、笠メモや笠氏の発言を立証できる物証を発見するしかないと委員会で確認し、調査を始
めました。
　そして、当時の関係者の証言や、金融機関からの記録請求に対する回答により、笠メモの
内容に沿った事実が次 と々明らかになりました。
　報告書の結論部分（抜粋）は以下の通りです。

■坂本ダム談合疑惑
　笠メモや笠氏の証言のうち、笠氏が町田氏から１億円を借り入れ、その１億円をいずれかか
ら資金提供を受け返済をしたことは、金融機関からの記録などにより裏付けが得られ、事実で
あることが確認された。この１億円は、高知に来て間もない笠氏に、一面識もなかった町田照
代氏（橋本大二郎後援会長）が担保も取らずに貸付をしているが、一般的には考えられない
ことである。
　また、調査の過程で、笠氏がパチンコ企業から３，０００万円を借り入れ、これもいずれかから
の資金をもって、全額を返済していることも明らかとなった。
　さらに、笠氏が建設会社６社及び１個人から、選挙資金として１億３００万円の資金提供を
受けたとする物証は得られなかったが、６社のうち１社が資金提供を認める証言を行ったほか、
金融機関からの記録により、その一部と思われる現金２，８００万円が、橋本大二郎後援会笠
誠一名義の口座に、入金されていたことが明らかとなった。
　ただ、笠氏が熊谷組から３，０００万円、３，０００万円、４，０００万円と３回、計１億円の資金提
供を受け、町田氏への返済資金に充てたとすることについては、同社の関係者は「そのような
事実はない」と一様に否定しており、物証も得られていない。
　しかし、笠氏が、いずれかから巨額な資金提供を受け、選挙資金に使ったことや、町田氏へ
の返済を行ったことは、金融機関から提出された記録や証言等で明らかとなっている。こうした
巨額な資金が、何の見返りも求めず何の関係もないところから、笠氏に提供されたとは考えら
れず、建設会社は、何らかの見返りを目的に、巨額な資金提供をしたのではないかとの疑惑は、
依然として強く残っている。

　次に、坂本ダム本体工事の入札については、次のことが明らかとなっている。
　①事前に談合情報が２度にわたって流れた。
　②談合情報どおりの共同企業体が落札した。
　③落札率は９８．４１%という高率であった。
　④不落の７企業体全てが、知らされていないはずの予定価格を上回り、なおかつ３番札か
ら８番札まで、ほぼ２億円の差額で均等に並んでいる。

　⑤受注意欲のあるべき入札参加者が、公正に競争入札をした場合に、入札額が均等差で
並ぶということはありえない。

　⑥平成５年度に実施された１０億円以上の工事のうち、入札記録の残っている２工事の不
落企業体の次番札との差額幅は、坂本ダム本体工事と比較して均等性に欠けている。

　⑦入札結果については、県監査委員の監査結果も「入札金額が一定差額に並ぶというよ
うな状況は、事前の調整なしに偶然に生じるとは考えにくい」とする指摘がなされている。

　⑧落札をした熊谷組には、過去に県土木技術退職者が再就職したことがないにもかかわら
ず、入札の行われた平成５年度のみに、再就職していた事実があることは、極めて異例
のことである。

　⑨入札に関する資料は残っているが、談合に関する宣誓書などだけ見つからなかった。
　⑩「実際、業者にヒアリングしても、話し合いをしたと言うことは出てこない。そのところが、談

合の問題に対する対応の仕方の困難性がある。」と土木部幹部は証言している。
　この坂本ダム本体工事について、これまで述べてきたように建設会社からの選挙資金の提
供疑惑があり、入札に関わる多くの不自然な事柄、笠氏がいずれかから巨額な資金提供を受
けた事実などがある。さらに談合の認定について、談合の直接的な証拠がなくても間接的な
事実を総合することで認定する方法が、過去の判例でも認められていることを踏まえると、当
委員会としては、坂本ダム本体工事の入札において、談合が行われたと認めざるを得ない。

■国分川弥右衛門地区の土地問題
　この問題は、その前提となる土地の位置関係・所有権の所在が、現在、司法の場に委ねら
れ、解明されていない以上、当該企業経営者の主張の当・不当を言える段階ではないので、
判断は差し控える。

■総　括
　橋本知事は、平成３年１２月に就任して以来、「県庁職員の意識改革」や「開かれた県政」
「県民参加型の県政」また「行政の説明責任」など次 と々看板を掲げ、県庁の組織改革や意
識改革に取り組んできた。
　しかし、坂本ダム本体工事の談合疑惑は、県政に対する県民の信頼を著しく失墜させること
となった。県は、談合情報対応マニュアルの作成や入札制度の改善に取り組んでいるが、再
びこのような事態を招くことのないよう、綱紀粛正に努め、県政の信頼回復に全力を尽くすべ
きである。
　最後に、当委員会の調査結果は、資金疑惑に対する知事の関与を否定するものではない。
　なぜなら、知事の関与については、笠氏と知事の証言は全く相反するものとなっており、どち
らかが虚偽の陳述をしているとしか考えられない。
　この点について、笠メモや証言には、金融機関の記録や任意に提出された資料で裏付け
が取れた内容もあるが不明な個所もある。また、知事の証言にも、客観的な物証がなく、両者
の証言を比較しても、疑問が払拭されるものではない。さらに、選挙の翌年に、知事は笠氏と建
設業界との深い結びつきを危惧して、東京の弁護士に相談に行ったと証言しているが、これは
笠氏が単なる選挙事務所事務局長の存在でなく、選挙戦を通じて建設業界と深い結びつき
を築いた証にもなる。
　また、知事が「職を辞することも考えた」として重大性を認めていることや、笠氏が誠橋会な
る組織を立ち上げようとしていた事実を考え合わせると、当時知事は平成３年の知事選挙で、
建設業界の資金が笠氏を通じて使われていたことを知っていたか、あるいはその強い疑いを
持っていたと判断される。また、今回の疑惑の発端や調査で明らかになった経過から見て、一
連の疑惑には、知事選挙における当時の橋本陣営の幹部やその関係者が深く関与している。
したがって、知事の不関知・不関与である等の証言には、依然疑問が残されている。
　知事には、それらの疑問を真摯に受け止め、県民に対し可能な限りの説明責任を果たすこ
とを求めるものである。
　また、仮に、笠氏が真実に反する証言をしているとするならば、県政のトップに対する重大な
名誉毀損であり、県も大きな信用を失ったことになり、知事は、笠氏に対し法的な手段も含めて、
自らに掛けられた疑惑の有無を公の場で明らかにするなど、県の名誉回復に努めるべきである。
　今後とも、県議会も県執行部も、このような談合疑惑が発生しないような対策を、共に考え
具体化する必要があり、一層県民への説明責任を果たしていかなければならない。

委員長報告を行う元木委員長

笠氏の関係した資金の流れ 坂本ダム等に関する 
調査特別委員会委員 
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証人尋問を行う委員ら



こうち県議会だより平成１６年（２００４年）　１２月５日（日）

付託を受けた議案のうち、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例議案
は賛成多数をもって、その他の議案は全会一致をもっていずれも可決した。
■旅費システム構築委託料について
　執行部から、２月定例会での議論を踏まえ、県職員の出張時における旅券等の手配は、登録
制度を設けて、職員が旅行業者を選べる仕組みに見直すとともに、旅費制度も見直してシステ
ムを構築するとの説明があり、委員から、登録要件も含め、地元の旅行業者にとって経済的なマ
イナスにならないよう対応してほしいとの意見が出された。
■高知県立学校授業料等徴収条例の一部を改正する条例議案について
　単位制高校の授業料を年額ではなく履修単位を基礎として定める改正について、委員から、
定時制の単位制高校において、卒業に必要な単位数を超えて履修する場合でも、従来の年額
を上限とすべきとの質疑があり、執行部から、従来以上の授業を履修する場合は、応分の負担を
求めるべきと考えており、他県でも同様の状況であるとの答弁があった。
■生活安全対策費について
　執行部から、交番に警察官が不在の際、テレビ電話で警察署と連絡できるシステムを、高知
署及び高知南署管内のすべての交番に整備するとの説明があった。委員から、住民の安心の
ため、空き駐在所が多い郡部にこそ設置すべきと思うが、今後の計画はどうなっているかとの質
疑があり、執行部から、利用頻度の面から、今回は交番のみを対象としたが、なお、今後の状況を
見て検討していきたいとの答弁があった。

■財政危機への対応指針等につい
て
　財政危機への対応指針等について
の執行部からの報告を受け、委員から、
歳出削減だけでなく、歳入増の対策も
指針の中に盛り込むべきであり、そのた
めには、外部の専門家の意見も求める
べきであるとの意見が出された。
■不祥事等に関する報告について
　執行部から、教員採用候補者選考
審査の採点ミスや小学校長の酒気帯
び運転について、また、交通機動隊の
隊員が逃走した速度違反容疑の相手
方の身柄を確保する際、傷害を負わせ

た事案につき、示談が成立し慰謝料等を支払ったこと、特別公務員暴行陵虐致傷容疑で書類
送検していた同隊員が不起訴処分となったこと等について報告があり、いずれについても、委員
から、今後の再発を防止し、適正な執行を求める意見が出された。

付託を受けた議案は、いずれも全会一致又は多数をもって可決した。
■総合看護専門学校保健学科の廃止について
　執行部から、必要人員がほぼ確保されてきたことや、県内の大学に保健師養成課程があるこ
とから、来年度末に保健学科を廃止したいとの説明があった。委員から、保健師の需給について
は充足してきた面もあるが、まだ一定のニーズはある。県内の人材育成という面から全廃というの
は納得できない。どういう経緯で廃止が決まったのかとの質疑があった。執行部から、数年前から
学内でも議論を積み重ねてきた結果であり、就職が非常に厳しく重要性は低くなってきたと判断
したと答弁があった。委員から、全廃というのはあまりに急すぎる。継続審査としてはとの意見が出
されたが、賛成少数で否決された。
■山内家資料「高野切本」の購入について
　委員から、知事が財政危機を宣言し、県民サービスを低下させるような状況の中で、なぜ今、
購入するのか。高野切本の購入と、３万６，０００点の資料の寄贈はセットなのかとの質疑があった。
執行部からは、条件付きの寄贈ではないが、山内豊秋氏が昨年亡くなられ、相続の問題が起き
たこの機に山内家のすべての歴史資料を散逸させることなく、高知に残すためにはどうするかを
山内家と協議してきた中での結果であるとの答弁があった。さらに、委員から、具体的な活用策
がない。保管場所の問題に加え、保管にあたって新たなコストが必要になるのではないかとの質
疑があった。執行部からは、展示は文学館や美術館を、保管は歴史民俗資料館を想定している。
今後、国宝を適切に展示・保管していくために必要な経費の試算を行うとともに、具体的な活用
策も１２月議会には示したいとの答弁があった。また、別の委員から、歴史・文化教材として、生涯
教育で果たす役割も大きいし、ＮＨＫ大河ドラマ「功名が辻」と連動して、観光資源としての側
面も大きい。活用策をしっかりと計画して県民や議会に示すことを条件として賛成したいとの意見
があった。これらの議論を経て、委員から関係予算の削除を求める修正案が提出されたが、賛成
少数で否決された。

■エコサイクルセンターについて
　執行部から、焼却炉の規模の見直
しについて検討した結果、日量３０トン
の能力のものが適当であり、最終処
分場の使用期限も当初予定の１５年
間から４年間程度延びるとの報告が
あった。委員から、燃やす量を確保す
るための計画になっていないか。セメ
ント工場など焼却が可能なところへア
プローチするなどマスタープランその
ものの見直し作業も必要ではないか
との意見があった。

付託を受けた議案は、いずれも全会一致、又は多数をもって可決した。
■海洋深層水体験施設等整備事業費について
　執行部から、室戸市が高岡地区において進めている、海洋深層水体験施設や公園の整備
に要する経費の一部を室戸市に補助するためのものである。室戸の海洋性気候や豊かな自然
環境、深層水や海藻といった海の資源を活用し、健康づくりのための室戸市の健康増進施設や
民間会社のタラソテラピー施設などを設置するリラクゼーション機能を持つ自然環境を生かした
緑地公園の整備であり、室戸市の施設と民間施設が相互に連携しながら運営していくものであ
る、との説明があった。
　これに対し委員からは、収支の勉強は県、市を含めて相当やってきているのか、グリーンピアの
こともあるので、相当シビアな計画を立て、努力をしていってほしいとの質疑があり、執行部からは、
室戸市の施設は、基本計画を作成し、現在設計・運営事業者を公募している。一方、民間施設
の方は、事業評価を行って採算がとれると聞いているとの答弁があった。
■新規参入農業生産法人支援モデル事業費について
　執行部から、この事業は、建設業の緊急雇用対策、農業の担い手の確保及び園芸農業の
振興等の観点から、今回新たに創設するもので、施設園芸用レンタルハウスや農業用設備・機
械の整備など初期投資に係る経費の一部を補助するものである。今回、支援を考えている農業
生産法人は、地域の基幹品目であるニラの栽培を開始する予定である、との説明があり、委員
からは、支援する法人について、地域の農家や農協と将来にわたって協力しあい、地域の農業の
振興につながるよう十分な指導の必要があるとの意見があった。

■近海かつお一本釣漁業振興対策事業費につ
いて
　執行部から、９月議会での減額補正とあわせて、新た
な支援策の予算を提案したいと考えていたが、来年２
月の漁期当初から新船を投入するためには建造期間
が不足することや、漁期途中からの乗り換えはリスクが
大きすぎることから、１８年２月の漁期当初での新船投
入を目指す結論になった。また、新たな支援策について
は、制度資金の拡充を基本に検討中だが、二度と今回
のようなことがないように、関係団体とも十分意思疎通
を図るなど、当初予算に向けて慎重に検討していきたい
との説明があった。
　委員からは、財政危機の折、よっぽど慎重に対応して
いかないと、県の予算をつぎ込むことはできない。県民に
きちんと説明し、理解が得られるように提案をしてほしい
との要請があった。

付託を受けた議案は、いずれも全会一致をもって可決し、請願１件を採択した。
■地籍調査（国土調査）費の補正予算について
　執行部から、本県は地籍調査の進捗率が、全国平均より低く、また来年度から、高知市が地
籍調査事業に着手するのを契機に、地籍調査の啓発活動経費を補正予算化したとの説明が
あった。
　委員から、今後の地籍調査の財源は心配ないのか。また、本県の地籍調査が遅れているのは
何故かなどの質疑があった。
　執行部から、国からの地籍調査費負担金は、税源移譲の対象となっているが、地方交付税等
でその必要額を確保するとされており、特に心配をしていない。また、地籍調査が遅れている理由
は、県内市町村の財政力が弱いことや、住民への啓発不足などが考えられるとの答弁があった。
■地域支援企画員の活動状況について
　委員から、地域支援企画員（各地域に県職員５０名が駐在）は、既存事業の手助けをしてい
るだけの様だが、活動内容はどうやって決めているのか。また、現在の活動は、企画員でなければ
できない内容か。更に、人件費で４億円、活動費で７千万円も使っているが、費用対効果でいえ
ば、真っ先に見直されるべき事業でないかなどの質疑があった。
　執行部から、市町村と連携を取り、地域住民との意見交換の中で、地域ニーズを探り出して
いる。また、企画員が、地域の様 な々活動に、人的な形で応援し、具体的な取組につなげている。
更に、県の財政危機を受け全ての事業をゼロベースで、評価・検討を行っており、この事業も対
象になるとの答弁があった。
■土佐くろしお鉄道について
　執行部から、土佐くろしお鉄道の中村駅や宿毛駅では、売上げに対して現金不足の場合や
備品購入に充てるため、予備金を用意していたが、その一部が不明になったり、釣り銭間違いが
継続発生していた。更に、古枕木の売却は、様式などを定めず売却していたとの報告があった。
　委員から、県は補助金を出し、管理監督を行ってきたと思うが、何故このような問題が起きたの

かとの質疑があった。
　執行部から、土佐くろしお鉄道に問
題意識の甘さと職員指導、防止対策
の不十分さがあった。また、鉄道の開
設当時から、赤字は当たり前という背
景の中で、経費を切り詰めるという意
識に欠けていた。
今後、経営健全化計画を立て、給料、
労務関係、サービス面などを見直して
いくとの答弁があった。

高知警察署高知街交番

山内家から寄贈された資料の説明を受ける委員（山内会館）

9 月定例会　常任委員会　委員長報告（要旨）
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＊この広報紙は古紙配合率７０％の再生紙を使用しています。

平成１６年（２００４年）　１２月５日（日）

１２月１０日（金）開　　会

　　１５日（水）質疑並びに一般質問

　　１６日（木）　　 〃

　　１７日（金）　　 〃

　　２０日（月）常任委員会

　　２１日（火）　　 〃

　　２２日（水）　　 〃

　　２４日（金）閉　　会

＊予定ですので 、変更になる場合があ

　ります。

傍聴の際には、議会事務局議事課

（TEL ０８８-８２３-９５３４）で必ず日程を

ご確認ください。

お
　
知
　
ら
　
せ 

決算特別委員会を設置

　平成１５年度の決算審査を行うため、７月定例
会において決算特別委員会が設置されました。

　７月２６日に開かれた初めての委員会では、正
副委員長を選出し、８月１９日、２０日に公営企業
会計の決算審査を行うことなどを決定しました。

決算特別委員会委員（１０名）

委　員　長　　土森　正典　（自由民主党）

副委員長　　浜田　嘉彦　（県民クラブ）

委　　員　　西岡　仁司　（自由民主党）

　　〃　　　　山本　広明　（　　〃　　）

　　〃　　　　結城　健輔　（　　〃　　）

　　〃　　　　植田壮一郎　（県政新風会）

　　〃　　　　二神　正三　（２１　県　政　会）

　　〃　　　　岡崎　俊一　（　　〃　　）

　　〃　　　　黒岩　正好　（公　明　党）

　　〃　　　　吉良　富彦　（日本共産党

　　　　　　　　　　　　　　と緑心会）

（平成１６年７月２６日現在）

予算委員会を設置

　県の予算とその関連事項について総合的に審
査を行うため、９月定例会において予算委員会
が設置されました。
　１０月１日に開かれた委員会では、８議員が１
問１答形式で質疑・質問を行いました。

予算委員会委員（２０名）
委　員　長　　溝渕　健夫　（自由民主党）
副委員長　　二神　正三　（２１　県　政　会）
委　　員　　武石　利彦　（自由民主党）
　　〃　　　　中西　　哲　（　　〃　　）
　　〃　　　　西岡　仁司　（　　〃　　）
　　〃　　　　元木　益樹　（　　〃　　）
　　〃　　　　西森　潮三　（　　〃　　）
　　〃　　　　結城　健輔　（　　〃　　）
　　〃　　　　浜田　英宏　（県政新風会）
　　〃　　　　植田壮一郎　（　　〃　　）
　　〃　　　　式地　寛肇　（２１　県　政　会）
　　〃　　　　佐竹　紀夫　（　　〃　　）
　　〃　　　　岡崎　俊一　（　　〃　　）
　　〃　　　　黒岩　正好　（公　明　党）
　　〃　　　　坂本　茂雄　（県民クラブ）
　　〃　　　　田村　輝雄　（　　〃　　）
　　〃　　　　森　　祥一　（市民の声

　　　　　　　　　　　　　 　 （VOX POP））
　　〃　　　　米田　　稔　（日本共産党
　　　　　　　　　　　　　　　と緑心会）
　　〃　　　　牧　　義信　（　　〃　　）
　　〃　　　　塚地　佐智　（　　〃　　）

（平成１６年１０月１日現在）

全国都道府県議会議長会
自 治 功 労 者 表 彰

　田頭文吾郎議員は、この度開催された
全国都道府県議会議長会第１２４回定例総
会において、永年勤続の自治功労者表彰
を受けられました。

田頭　文吾郎
（在職２５年以上）

県議会だよりテープ版及び
点字版をご利用ください

　目の不自由な方に、
県議会の活動をより
よく知っていただく
ため、この広報紙のカセットテープ
版及び点字版を発行しています。
　ご家族やお知り合いの方でご希望
の方がいらっしゃいましたら、議会
事務局政務調査課企画広報班
（TEL  ０８８ － ８２３ － ９５３６）までご連絡
ください。

会派変更について

　平成１６年１１月１日付けで「県
政新風会」が解散し、所属議員
３名は「２１県政会」に加わるこ
とになりました。

平成１６年９月定例会からインターネット中継を始めました。

　　高知県議会ホームページの「議会中継」からご覧いただけます。
　　ホームページアドレス：http://www.pref.kochi.jp/̃gikai/
○本会議と予算委員会の審議を中継していきます。 
 （生中継は、本会議・予算委員会開始直前から終了まで、
休憩中を除き議場の様子をそのまま中継します。）
○本会議と予算委員会の生中継(ライブ中継)及び直近2年
間分の録画中継 (VOD－ビデオ・オン・デマンド )を配
信しています。

○録画中継は生中継終了後 3日程度でご覧になれます。
○この議会中継は、高知県議会の公式記録ではありません。
○中継を多数の方が同時にご覧になられた場合等に映像が
うまく表示されない場合がありますのでご了承ください。

＊中継をご覧になるためには、Windows Media Player(Ver9 以上 ) が必要です。

県議会を傍聴してみませんか

　本会議、常任委員会、特別委員会、予算委員
会は、特別の場合を除き、誰でも傍聴できます。
　開催日程などの詳細は、議会だよりやホーム
ページでお知らせしていますが、変更になる場
合がありますので、事前に議会事務局 (TEL 
088-823-9536･9534)までお問い合わせください。

本会議　開会は、原則午前１０時で、開会予
定時刻の３０分前から議事堂正面玄
関で受付を行います。
定員は１６３名で、定員を超えると入場できない場合があります。

委員会　開会予定時刻の３０分前から議事堂正面玄関で受付を行います。
定員は、常任委員会・特別委員会が６名、予算委員会が１６３名（特別な場
合を除く）で、希望者が定員を超えた場合は抽選となります。


